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取締役に対するストック・オプションのための報酬等に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役に対するストック・オプションのための報酬等について

下記のとおり平成19年3月27日開催予定の当社第18期定時株主総会に提案することを決議いたしました

ので、お知らせ致します。 

記 

 

１．提案の理由 

当社取締役に対して、当社の株価と取締役の受ける利益とを連動させることにより当社グループの業績向上に

対する意欲や士気を一層高め、株主の皆様の利益を重視した業務展開を強化し株主価値を高めることを目的とし

て、新株予約権を発行するものであります。 

新株予約権の発行数につきましては当社の利益水準、配当性向とのバランスを考慮しつつ、適切な水準を維持

していく所存であります。 

 

当社の取締役の報酬等の額は、平成11年3月11日開催の第10期定時株主総会において年額10億円

以内とご決議いただき今日に至っておりますが、今般会社法の施行により会社役員に対してストック・

オプションとして付与する新株予約権についても報酬等の一部と整理されることとなったため、取締役

の報酬等の額をストック・オプションのための報酬等も含むものとして年額8億円以内（うち社外取締

役分は年額10百万円以内）とし、また、取締役（社外取締役を除く。）に対してストック・オプション

として以下の内容により新株予約権を付与することにつき株主総会の普通決議によるご承認をお願いす

るものであります。 

  なお、取締役（社外取締役を含む）に対する報酬等の額および内容については、近年の支払い実績、

社外取締役を除く取締役に対して付与するストック・オプションとしての新株予約権の公正な評価額（ブ

ラックショールズモデルにより算定した新株予約権1株あたりの公正な評価単価に、割り当てる新株予

約権の総数を乗じて得た額）及び当社グループの業績向上に対するストック・オプションのインセンティ

ブとしての効果等を勘案し定めたものであります。 

 

また、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといた

したいと存じます。 

  現在の取締役は4名（うち社外取締役1名）であり、平成19年3月27日開催予定の当社第18期定時

株主総会において、取締役4名選任の件が原案どおり承認可決されましても、員数に変更はございませ

ん。 

 



２．新株予約権の内容 

（1）新株予約権の目的となる株式の種類 

当社普通株式 

 

（2）新株予約権の目的となる株式の数 

当社普通株式255,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の

目的となる株式の総数の上限とする。 

なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる

株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 

 

      調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

また、上記のほか、新株予約権の割当日後に、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

場合には、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行うものとする。 

 

（3）発行する新株予約権の総数 

合計510個を上限とする。（新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は500株とする。ただし、（2）

に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。）。 

 

（4）各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができ

る株式1株当たりの金額（以下、「行使価額」という。）に新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額と

する。 

行使価額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする

（当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値。）。 

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合には、次の算式により行使

価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

１ 
調整後行使価額＝調整前行使価額 × 

分割･併合の比率 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合（新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の行使、平成14年4月1日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株

引受権（同改正前商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権を含む。）の行使、

及び当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換による場合を除く。）、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 

        新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

既発行株式数＋                   

          新規発行前の株価 

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 × 

  既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

上記算式において、｢既発行株式数｣とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、｢新規発行株式数｣を｢処分する自己株式数｣に、｢新規発行前の株価｣

を｢処分前の株価｣にそれぞれ読み替えるものとする。 

 

また、上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が合併または会社分割を行う場合等、これらの場合に

準じて取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができるものとする。 

 



（5）新株予約権行使期間 

新株予約権の割当日の翌日から1年を経過した日より4年以内とする。 

 

（6）新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、受入出向者もしくは顧問の地位（以

下本項において「従前の地位」という。）を喪失した場合には、従前の地位を喪失した日から 45日間に

限り、新株予約権を行使することができる。また、新株予約権者が身体障害等により就労不能となった

ことを原因として従前の地位を喪失した場合には、従前の地位を喪失した日から 6ヶ月間に限り、新株

予約権を行使することができる。ただし、本項の規定が新株予約権者の居住する国の強行法規に違反す

る等の特別な理由があり、当社取締役会で正当と認められた場合はこの限りではない。 

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は、新株予約権者が死亡した日から 6ヶ月以内に当社所

定の新株予約権の相続のための手続きを行うことにより、当該 6ヶ月以内に限り、新株予約権を

行使することができる。ただし、本項の規定が新株予約権者の居住する国の強行法規に違反する等の

特別な理由があり、当社取締役会で正当と認められた場合はこの限りではない。 

③新株予約権者は、本株主総会及び取締役会決議に基づき当社と割当対象者との間で締結する「新

株予約権付与契約」に、(5)の期間内において新株予約権の行使を制限する規定がある場合には、

その規定に従い新株予約権を行使しなければならない。 

④新株予約権の質入その他担保権を設定している場合は、行使を認めない。 

⑤その他の条件については、「新株予約権付与契約」に定めるところによる。なお、当社は新株

予約権の付与に際し、新株予約権者に上記①～④の条件を強化した内容で「新株予約権付与契約」

を締結することができるものとする。 

 

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 

 

(8）その他、本新株予約権の発行に関する詳細については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会
において定めるものとする。 

 

以上 


